
議案第 ８ 号

県立学校処務規程の一部を改正する訓令について

以下の理由により、県立学校処務規程の一部を改正する訓令案を別紙のとおり提出

する。

令和７年３月13日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

県立学校事務職に事務主幹を設置することに伴い、関係する訓令の規定を整

理する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。

【参考・根拠規定】

・沖縄県教育庁事務決裁規程（昭和53年教育委員会教育長訓令第２号）第23条



別紙

沖縄県教育委員会訓令第 号

県立学校処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和７年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

県立学校処務規程の一部を改正する訓令

県立学校処務規程（昭和54年沖縄県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第２条第６号中「事務主査」の前に「事務主幹、」を加える。

第26条の２中「事務主査（事務主査が２人以上置かれている場合は、あらかじめ事務長が指定する者）」

を「事務長があらかじめ指定した事務主幹又は事務主査」に改める。

附 則

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。



訓令案の概要の説明

部課名 教育庁学校人事課

１ 件名

県立学校処務規程の一部を改正する訓令

２ 改正の経緯及び必要性

県立学校事務職に事務主幹を設置することに伴い、関係する訓令の規定を整理す

る必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 事務職員に事務主幹を加える。（第２条関係）

⑵ 事務長の代理決裁を改める。（第26条の２関係）

⑶ この訓令は、令和７年４月１日から施行する。（附則）

４ 添付資料

新旧対照表



新
旧
対
照
表

県
立
学
校
処
務
規
程
（
昭
和
5
4
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
２
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条

（
略
）

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
訓
令
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
立
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
公
印
取
扱
い
、
文
書
取
扱
い
並
び
に
副
校
長
、
教
頭
及
び
事
務
長
の
専
決
に
関
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
２
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

第
２
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

⑴
～
⑸

（
略
）

⑴
～
⑸

（
略
）

⑹
事
務
職
員

事
務
主
幹
、
事
務
主
査
、
副
主
査
、
主
任
（
沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則

⑹
事
務
職
員

事
務
主
査
、
副
主
査
、
主
任
（
沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則

（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
７
号
）
第
5
3
条
第
５
項
、
沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校

（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
７
号
）
第
5
3
条
第
５
項
、
沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校

管
理
規
則
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号
）
第
4
8
条
第
５
項
及
び
沖
縄
県
立
中

管
理
規
則
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号
）
第
4
8
条
第
５
項
及
び
沖
縄
県
立
中

学
校
管
理
規
則
（
平
成
1
8
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
3
号
）
第
2
9
条
第
６
項
の
主
任
に
限

学
校
管
理
規
則
（
平
成
1
8
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
3
号
）
第
2
9
条
第
６
項
の
主
任
に
限

る
。
）
及
び
事
務
主
事
を
い
う
。

る
。
）
及
び
事
務
主
事
を
い
う
。

⑺
～
⑻

（
略
）

⑺
～
⑻

（
略
）

第
３
条
～
第
2
6
条

（
略
）

第
３
条
～
第
2
6
条

（
略
）

第
2
6
条
の
２

事
務
長
が
決
裁
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
務
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
事
務

第
2
6
条
の
２

事
務
長
が
決
裁
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
事
務
主
査
（
事
務
主
査
が
２
人
以
上
置

主
幹
又
は
事
務
主
査

が
代
理
決
裁
を
す
る
こ
と
が
で
き

か
れ
て
い
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
務
長
が
指
定
す
る
者
）
が
代
理
決
裁
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

第
2
7
条
～
第
4
7
条
（
略
）

第
2
7
条
～
第
4
7
条
（
略
）

別
表
第
１
～
別
表
第
４
（
略
）

別
表
第
１
～
別
表
第
４
（
略
）

（
新
旧
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表

1
ペ
ー
ジ
）



第
１
号
様
式
～
第
1
3
号
様
式
（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
1
3
号
様
式
（
略
）

（
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2
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）


